
ねんきんだより　

「ねんきん定期便」の
送付を開始しました。

　　　住民税務課 電話0994-22-3039
　　　住民生活課 電話0994-25-2511
　　　鹿屋年金事務所 電話0994-42-5121

○�

送
付
対
象
と
な
る
方

　

�

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
被
保

険
者

○
送
付
期
間

　

平
成
22
年
４
月
～

○�

送
付
周
期

　

毎
年
１
回
、
誕
生
月
に
送
付
。

お
知
ら
せ
す
る
内
容
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節
目
年
齢
時（
35
歳
・
45
歳
・
58

　
歳
）の
方

　

�
左
記
の
①
～
⑥
の
記
録
を
更
新

し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
節
目
年
齢
時
以
外
の
方

　

�

下
記
①
～
③
に
つ
い
て
、
記
録

を
更
新
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

�

下
記
⑤
及
び
⑥
に
つ
い
て
は
、

直
近
一
年
分
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

①
年
金
加
入
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②
年
金
見
込
額

　

ア�

50
歳
未
満
の
方
…
加
入
実
績

に
応
じ
た
年
金
見
込
額

　

イ�

50
歳
以
上
の
引
き
続
き
加
入

し
た
場
合
の
将
来
の
年
金
見

込
額

※�

既
に
年
金
受
給
中
（
全
額
停
止

も
含
む
）
の
方
に
は
、
年
金
見

込
額
は
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
せ

ん
。

③
保
険
料
の
納
付
額

④
年
金
加
入
履
歴

⑤�

厚
生
年
金
の
す
べ
て
の
期
間
の

月
毎
の
標
準
報
酬
月
額
・
賞
与

額
・
保
険
料
納
付
額

⑥�

国
民
年
金
の
す
べ
て
の
期
間
の

月
毎
の
保
険
料
納
付
状
況

※�

お
届
け
住
所
が
現
住
所
と
違
っ

て
い
る
場
合
、お
手
元
に
は
「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
を
届
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
住
所
変
更

は
、
ご
自
身
で
行
っ
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

手
数
で
す
が
、
次
の
い
ず
れ
か

の
窓
口
へ
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○
国
民
年
金
加
入
中
の
方

　

役
場
年
金
係
窓
口

○
厚
生
年
金
保
険
加
入
中
の
方

　

お
勤
め
の
会
社

○�

会
社
員
や
公
務
員
の
被
扶
養
配

偶
者
（
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
）
の
方

　

配
偶
者
の
お
勤
め
の
会
社
へ

　平成22年４月から、より身近でわか
りやすい年金をめざして、年金加入記
録や年金見込額などの情報をお届けす
る「ねんきん定期便」の送付を開始し
ました。

国民健康保険からのお知らせとお願い
◆�国民健康保険に「加入するとき」「やめるとき」は 14 日以内に役場（保険チーム・民生チーム）へ届出が必要
です。届出が遅れると医療費や保険税に大きく影響しますので、期限を必ず守ってください。

◆�会社などを退職して年金（厚生年金の加入期間が 20 年以上、もしくは 40 歳以降 10 年以上）を受けられる 65
歳未満の方は、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。対象となったら必ず届出をお願いします。（年
金証書が必要です。）

◆�温泉保養所利用券を交付しています。国民健康保険に加入されている 60 歳以上の方で昭和 26 年４月１日まで
に生まれた方を含みます。

　　　【お問い合わせ先】　　保健福祉課・保険チーム� 電話　22− 3041
　　　　　　　　　　　　　住民生活課・民生チーム� 電話　25− 2511

長寿医療（後期高齢者医療）からのお知らせ
◆�温泉保養所利用券を交付しています。後期高齢者医療保険に加入されている全員の方が対象です。
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